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平成２８年度 税制改正解説
農地保有に係る固定資産税等の課税の強化・軽減

【適用時期】 ①：平成29年度 ②：適用時期については、大綱の段階では未定

２．今後の注目点

速 報

1

１．改正の概要

・軽減措置の適用時期 ・限界収益修正率を乗じないこととする「等」の詳細
・「所要の措置」の詳細

① 農地保有に係る固定資産税の課税の強化

② 農地保有に係る固定資産税及び都市計画税の課税の軽減

農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地（農業振興地域内に限る）については、農地の固定資産税
の計算上、限界収益修正率（※）を乗じないこととする等の評価方法の変更を実施するため、所要の措置が講じられます。
※農地の売買事情の特殊性を考慮し、正常売買価格を修正する割合。平成27年度は0.55であり、これを前提にすると1÷0.55=約1.8倍となる。

所有する全ての農地（10㌃未満の自作地を除く。）を農地中間管理機構に対し、特例措置の期間内（2年間）に貸付けた場合には、
貸付期間に応じ以下のとおり固定資産税及び都市計画税が2分の1に軽減されます。
・貸付期間が10年以上 ・・・ 最初の3年間 ・貸付期間が15年以上 ・・・ 最初の5年間

・遊休農地の解消、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地保有に係る固定資産税の課税が強化・軽減されます。
①一定の遊休農地について、固定資産税の負担が約1.8倍に増加します。
②農地中間管理機構へ一定期間貸出しを行った場合に、最初の3年間又は5年間、固定資産税・都市計画税が2分の1に軽減されます。

利用意向調査
農地所有者に対して、
・自ら耕作するか
・農地中間管理事業
を利用するか
・貸付けるか 等

農地の利用状況を調査（毎年1回）
遊休農地の定義
・1年以上耕作されておらず、かつ、
今後も耕作される見込みがない
・周辺地域の農地と比較して、
利用の程度が著しく劣っている

農地中間管理機構との協議の勧告
（正当な理由があるときは除く。）

・意思表明から6月経過しても、耕作されない
・所有者等に耕作の意思がない
・利用意向調査から6月経過後も意思表明が
ない 等
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農業委員会が行う農地中間管理機構との協議の勧告の流れ

内容 改正前 改正案

固定資産税における農地の評価 正常売買価格×限界収益修正率（0.55） 正常売買価格


